
2022

https://www.chosakai.or.jp/

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

03-3535-5347

目　　次

  令和４年
（2022 年）       月          日（火）

No.  15744　１部377円（税込み）
9 27

☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介

−令和２年（ネ）第10042号、令和４年７月６日判決言渡（原審・東京地裁平成31年（ワ）第7178号）−

本件判決の結論は、原判決の変更、請求一部認容である。
２件の本件特許「車両誘導システム」に係る特許権者である一審原告は、一審被告の使用に係る被告シ
ステム（高速道路である東北自動車道の佐野サービスエリアに設置したＥＴＣ車専用のスマートインター
チェンジ（スマートＩＣ））につき、本件特許権を侵害する、と主張して、一審被告に対し、不法行為に
基づき損害賠償金の支払を求めた。
東京地方裁判所は、被告システムは本件特許の技術的範囲に属しない、と判断して、原告の請求を全
部棄却し、一審原告が控訴した。
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≪知的財産高等裁判所≫
損害賠償請求控訴事件

（車両誘導システム－特許権侵害差止等請求事件）［上］（全２回）


